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宇 都 宮 市 

消費生活の安定及び向上に関する条例 

これまでの「宇都宮市消費者保護条例」を改正しました 
 
 宇都宮市では，昭和５２年に『宇都宮市消費者保護条例』を制定し，消費

者の保護に関する施策を中心として取り組んできました。 
その後，消費者を取り巻く情勢が変化し，現在では，消費者のくらしは豊

かで便利になった反面，消費者の安心が脅かされる事例が増加しています。

これらに対応し，将来に渡って市民の消費生活の安定と向上を図るために，

これまでの条例を全面的に改正し，新たに『宇都宮市消費生活の安定及び向

上に関する条例』を施行しました。 
  

 
ポイントは，「消費者の保護」と「消費者の自立の支援」の“２本柱” 

 
インターネットや携帯電話の普及や，さまざまな商品の出現により，消費

者と事業者との間には，情報の量や交渉力などにおいて「格差」があります。

この「格差」をなくしていくためには，消費者を被害やトラブルから保護

することと，あらかじめ被害などにあわないよう消費者が自立することが必

要です。 
新しい条例では，「消費者の保護」と「消費者の自立の支援」を施策の柱と

しています。 



 
 
 
 
 
  消費者と事業者との間の情報量や交渉力などの「格差」を考慮し，市の施策の基本と

なる事項などを定め，市民の消費生活の安定と向上を図ることを目的とします。 
 
 
  市は，「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を基本として，消費者施策を

推進します。 
 
 
 ◆ 市の責務（第３条） 
   基本理念にのっとり，消費者施策を総合的に策定・実施します。また，消費者の意

見の反映に努めます。 
 ◆ 事業者の責務（第４条） 
商品等の供給に当たって，消費者の安全確保や公正な取引を行うこと，消費者への

配慮などに努めることとします。 
◆ 消費者の役割（第５条） 
   自ら進んで必要な知識を習得するなど自主的・合理的な行動に努めることとします。 
 ◆ 消費者団体の役割（第６条） 
   情報の収集・提供，消費者への啓発・教育，消費者被害の防止・救済のための活動

などに努めることとします。 
 
 
 
 
  
  事業者が，消費者の生命，身体，財産に危害を及ぼす商品やサービスを消費者に供給

することを禁止するとともに，欠陥商品等に対して，市と事業者が必要な措置を講じな

ければならないこととします。 
 
 
  事業者は，消費者に供給する商品やサービスについて，適正な表示・包装・計量・広

告に努めなければならないこととします。 

総則（第１条～第７条） 

目的（第１条） 

基本理念（第２条） 

市・事業者・消費者等の責務・役割（第３条～第６条）

消費者の保護（第８条～第１７条）

欠陥商品等の供給の禁止と措置（第８条～第１０条）

表示・包装・計量・広告の適正化（第１１条～第１４条）



 
  事業者が，消費者に対して不適正な取引行為を行うことを禁止します。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  不適正な取引行為のうち，「虚偽の情報提供」又は「将来の不確実な事項についての断

定的判断の提供」に該当する疑いがある場合には，事業者が消費者に提供した事項の裏

付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるものとします。 
  この場合に，事業者がその資料の提出をしないときは，これらの不適正な取引行為を

行ったものとみなします。 
 
 
  市は，消費者からの苦情や相談の申出があったときは，助言やあっせんなどにより適

切に処理することとします。 
 
 
 
 
 
  市は，消費者の自主的・合理的な行動を支援するため，消費生活に関する知識の普及

や啓発活動，学校・地域・家庭などをさまざまな場における消費者教育の実施，情報の

収集と適切かつ迅速な提供を実施します。 
 
 
  市は，事業者，消費者，消費者団体の間の相互理解と協力が増進されるよう，情報や

意見を交換できる場の提供などを行います。 

取引行為の適正化（第１５条） 

次のような手法を用いて，契約を結ぶことを勧誘する行為 
 販売目的の隠匿，重要事項の不告知，虚偽の情報提供など 
 将来の不確実な事項についての断定的判断の提供など 
 消費者の判断力などの不足に乗じた執拗な説得など 
 消費者が拒絶する意思を示したことに反した迷惑な勧誘など

一方的な不利益をもた

らす不当な内容の契約

を結ばせる行為 

契約の履行の不

当な強要，債務の

履行の拒否・遅延 

契約の解除・申込の撤回など

の妨害，解除等に基づく債務

の履行の拒否・遅延など 

合理的な根拠を示す資料の提出要求（第１６条）

市の苦情処理（第１７条） 

消費者の自立の支援（第１８条～第２１条） 

消費者教育等の推進，情報の提供等（第１８条・第１９条）

相互の協力の促進（第２０条） 



 
 
  市は，消費者の自立の支援に当たっては，消費者の年齢等の多様な特性に配慮します。 
 
 
 
 
 
  調査，立入調査，指導，勧告，公表という段階を踏んだ手続きを明確にし，事業者が

不適正な取引行為などを行った場合に，状況に応じて適切かつ迅速な対応を行います。 
 
 
  市の消費者施策を総合的に実施する「消費生活センター」の設置や，「専門的知識を有

する者」からの意見聴取，市長の諮問に応じて意見を述べる「消費生活審査会」の設置

などを規定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消費者の特性への配慮（第２１条）

条例の実効性を確保するために（第２２条～第２８条） 

調査・勧告等（第２２条～第２４条）

消費生活センター等（第２５条～第２７条）

●消費生活に関するさまざまな情報は 
宇都宮市ホームページ http://www.city.utsunomiya.tochigi . jp    
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